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現在

進学時の手続き すみやかに「進学届」を提出（入力）しましょう。

採用

書類の準備 進学時に必要な書類を用意しましょう。

進学前の準備 決定通知の内容を確認し、進学に向けた準備をしましょう。

確認 すぐに次のことを確認しましょう。

進学（令和２年４月）

・進学時に必要な書類を用意し、紛失しないように保管しておきます（14ページ） 

※書類を紛失した場合、採用が大幅に遅れる場合があります。

奨学金の返還（18 ページ～） 

・渡された書類がそろっているか（封筒裏面） 

・進学を予定している学校が奨学金を受けることができる対象校か（3ページ） 

・進学後に受けることができる奨学金の内容（4ページ） 

・進学後に必要な金額等の確認、検討（5ページ～） 

・奨学金振込口座の開設（8ページ） 

・「連帯保証人」「保証人」「本人以外の連絡先」の選任、依頼（9ページ～） 

・「国の教育ローン」の申込み（12ページ）【該当者のみ】 

・「入学時必要資金融資」の検討（13ページ）【該当者のみ】 

・「進学前準備チェックシート」（同封）への記入

あ
貸与中の手続き（17 ページ） 

・必要書類の提出（15ページ） 

・「識別番号」の受け取り 

・「進学届」の提出（インターネットによる入力・送信）（15ページ） 

※提出期限は進学後すぐに進学先へ確認しましょう。

・「奨学生証」等の受け取り、奨学金の振込開始（15ページ） 

・「返還誓約書」の提出（16ページ） 



採用候補者が進学して貸与奨学金を受けられる学校（貸与奨学金対象校）

貸与奨学金を受けられる学校は、下表で貸与対象としている学校種別・課程です。 

なお、令和２年度中に対象校へ進学しなかった場合、採用候補者としての資格を失います。

学校種別・課程 貸与の可否 備考

大学 

短期大学

学部・学科 ○ 貸与対象です。 

通信教育課程 

放送大学
×

スクーリングの受講者は、進学後に申込みが可

能です。希望する場合は、進学後に進学先の学

校に相談してください。 

専修学校

専門課程 ○ 貸与対象です。 

通信教育課程 ×

スクーリングの受講者は、進学後に申込みが可

能です。希望する場合は、進学後に進学先の学

校に相談してください。 

高等課程・一般課程 × 奨学金を受けることはできません。 

その他の学校 

（予備校・語学学校・職業訓練校等）
× 奨学金を受けることはできません。 

※ 貸与対象の場合でも、正規の学籍で在籍する場合に限ります（「科目等履修生」「聴講生」等は不可）。 

外国籍の方へ

外国籍の方は、次のいずれかの在留資格を有している方のみ
・ ・

、貸与を受けられます。 

｢法定特別永住者｣、｢永住者｣、｢日本人の配偶者等｣、｢永住者の配偶者等｣、｢定住者｣

※１ 「定住者」は、将来永住する意思のある人に限ります。 

※２ 在留期限が進学日前になっている場合、在留資格の更新手続きを忘れると、奨学生に採

用されません。

※３ 進学時に改めて在留資格等を申告していただく必要があります。 

※４ 上記以外の在留資格であることが判明した場合は、採用を取り消し、振込済みの奨学金

全額をすみやかに返金していただくことになります。 

【本冊子の用語】 

あなた ............ 貸与奨学生採用候補者に決定した本人

JASSO ......... 日本学生支援機構

採用候補者 ... 貸与奨学生採用候補者（貸与奨学金の予約を申し込んで選考に通った人）

決定通知 ....... 「大学等奨学生採用候補者決定通知」（採用候補者として決定したことの通知）

進学届 ............ 進学したことの届出（進学後にインターネットで行います。） 
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とに各要件の
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※
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氏名が正しい
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※ 小文字は、

はありません

例）ショウガ

②氏名 

進学前準備

ことを確認し

が違っていると

すべて大文字

。 

ガク ⇒ シヨ

チェックシ

してください

と奨学金の振

で表記されて

ヨウガク 

シート」の「

い。 

振込みができ

いますが、訂正

「決定通知

ません。 

正の必要

 

 

⑤進学届提出用パスワード

パスワードは、「進学届」の提出

（16ページ）に必要です。 

・採用候補者として決定した奨学

金の内容です。 

・第一種奨学金と給付奨学金を併せ

て利用する場合、給付奨学金の「支援

区分」の見直しに伴い、第一種奨学金

の貸与月額も毎年度見直されます。

④候補者となった奨学金の内容

確認② 決定内容の確認

「決定通知」に記載されている内容を確認してください。 

次の項目は「進学届」の提出時に変更ができます。（15ページ） 

項目
説明

ページ
備 考

１ 
奨学金の辞退 

（全部辞退） 
－ 

進学できなかった場合を含め、手続きは不要です。「進学届」

を提出しなければ、すべての奨学金を辞退したものとして扱

います。 

２ 一部奨学金のみ辞退 － 

労働金庫の「入学時必要資金融資」（13ページ参照）を利用

する場合、「入学時特別増額貸与奨学金」を辞退しないでく

変更（訂正）がある場合、進学後、進学先の学校の奨学金窓

口に申し出てください。

ださい。 

3 あなたの氏名 － 

4 あなたの生年月日 －  

5 あなたの性別 －  

6 貸与月額 6ページ
貸与奨学金は、卒業後、返還が必要です。返還の負担を考慮

して必要最低限の金額となるよう計画的に利用しましょう。 
7 

「入学時特別増額貸

与奨学金」の貸与額 
6ページ 

8 利率の算定方法 7ページ  

9 返還方式 18ページ  

10 保証制度 － 
返還方式を「所得連動返還方式」と選択した第一種奨学金

は、「機関保証」とする必要があります。 

11 奨学金振込口座 8ページ  

※ 「進学届」提出（入力）後に変更できる内容については、17ページを参照してください。 

今後、追加で奨学金を希望する場合、進学前に追加の申込みはできません。

進学後に進学先の学校を通じて申込みをしてください。 

例）第一種奨学金の採用候補者となった人が第二種奨学金も希望する場合等 

4
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（参考） 奨学金の種類と金額に関する事項

1．第一種奨学金（無利子）の貸与月額

区分
月額
の種類

大学 短期大学・専修学校（専門課程）

国公立 私立 国公立 私立

自宅 自宅外 自宅 自宅外 自宅 自宅外 自宅 自宅外

最高月額 45,000円 51,000円 54,000円 64,000円 45,000円 51,000円 53,000円 60,000円

最高月額 

以外の月額 30,000円 

20,000円 

40,000円 

30,000円 

20,000円 

40,000円 

30,000円 

20,000円 

50,000円 

40,000円 

30,000円 

20,000円 

30,000円 

20,000円 

40,000円 

30,000円 

20,000円 

40,000円 

30,000円 

20,000円 

50,000円 

40,000円 

30,000円 

20,000円 

注意① 該当する区分ごとに定められた範囲内での金額を選択できます。ただし、最高月額（太枠部分）は、「決定

通知」に「最高月額の利用：可」と記載されている人のみ選択可能です。「最高月額の利用：不可」の人は、

該当する区分の太枠以外からの選択となります。 

注意② 自宅外月額は、進学した月から自宅外通学している場合のみ選択できます。進学月の翌月以降に自宅外通

学となり自宅外月額を希望する場合、「進学届」を自宅月額として提出後、進学先の奨学金窓口に相談して

ください。

※給付奨学金を併せて利用する場合は、給付奨学金における通学形態（自宅通学、自宅外通学）に揃えること

になります。

注意③ 専修学校（専門課程）のうち、独立行政法人が設置する専修学校は「国立」、地方独立行政法人が設置する

専修学校は「公立」の月額が適用されます。

注意④ 給付奨学金を併せて利用する場合、給付奨学金の支給を受けている期間中に受けることができる第一種奨学

金の月額に制限があります。詳細はJASSOのホームページにて確認してください。

2．第二種奨学金（有利子）の貸与月額

2万円～12万円の中から、1万円単位で選択できます。 

※私立大学の下記課程を履修する人で月額12万円を選択した場合、増額月額を受けることができます。

医・歯 学 課 程：4万円（基本月額12万円 ＋ 増額月額4万円 ＝ 合計16万円）

薬・獣医学課程：2万円（基本月額12万円 ＋ 増額月額2万円 ＝ 合計14万円） 

3．入学時特別増額貸与奨学金の貸与額

10万円・20万円・30万円・40万円・50万円の中から、いずれか１つを選択します。 

※「自宅外通学」とは、あなたが生計維持者（原則父母）のもとから通学すると学業に支障が生じる等の理由

から、生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活することをいいます。

4．利率・利息（第二種奨学金・入学時特別増額貸与奨学金）

(1) 利率について

返還利率は、選択した「利率の算定方法」に基づき、貸与終了時に決定します（年3.0％が上限）。 

利率の算定方法

「利率固定方式」：貸与終了時に決定した利率が返還完了まで適用される方式 

「利率見直し方式」：貸与終了時に決定した利率を、おおむね５年ごとに見直す方式 

※１ JASSOが奨学金交付のために借りていた資金を貸与終了時に借り換えた財政融資資金の利率（「利率固

定方式」を選択した奨学金に対しては固定利率型、「利率見直し方式」を選択した奨学金に対しては５年利

率見直し型の利率）が適用されます。 

※２ 財政融資資金の借り換えと併せてJASSOが債券を発行した場合は、財政融資資金と債券の利率をそれぞ

れの金額で加重平均した利率が適用されます。 

参考 

令和元年9月貸与終了者の利率固定方式による年利率は0.042％、利率見直し方式による年利率は0.002％

となります。 

(2) 増額貸与（入学時特別増額貸与奨学金又は増額月額（6ページ参照））を受けた場合の利率

増額貸与を受けた場合の返還利率は、基本月額に係る利率と、増額部分に係る利率をそれぞ

れの貸与額で加重平均して決定します。 

① 基本月額に係る利率：前記(1)の利率 

② 増額部分に係る利率：基本月額に係る利率に0.2％上乗せした利率 

（財政融資資金の利率が3.1％を超える場合は、財政融資資金の利率）

(3) 利息について

貸与終了の翌月の初日から月単位で発生します。 

ただし、奨学金の貸与中、返還期限猶予及び減額返還（19ページ参照）期間中（減額返還にお

いては一部の期間）は無利息です。 

6・７ページの「参考 奨学金の種類と金額に関する事項」を参考にしながら決定通知の内容

を検討し、検討結果を「進学前準備チェックシート」の 2-1． ～ 3．までの「検討後の内容」

欄に記入しましょう。 

参考 

記入しましょう?

（参考） 奨学金の種類と金額に関する事項（続き）
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（参考） 奨学金の種類と金額に関する事項

1．第一種奨学金（無利子）の貸与月額

区分
月額
の種類

大学 短期大学・専修学校（専門課程）

国公立 私立 国公立 私立

自宅 自宅外 自宅 自宅外 自宅 自宅外 自宅 自宅外

最高月額 45,000円 51,000円 54,000円 64,000円 45,000円 51,000円 53,000円 60,000円

最高月額 

以外の月額 30,000円 

20,000円 

40,000円 

30,000円 

20,000円 

40,000円 

30,000円 

20,000円 

50,000円 

40,000円 

30,000円 

20,000円 

30,000円 

20,000円 

40,000円 

30,000円 

20,000円 

40,000円 

30,000円 

20,000円 

50,000円 

40,000円 

30,000円 

20,000円 

注意① 該当する区分ごとに定められた範囲内での金額を選択できます。ただし、最高月額（太枠部分）は、「決定

通知」に「最高月額の利用：可」と記載されている人のみ選択可能です。「最高月額の利用：不可」の人は、

該当する区分の太枠以外からの選択となります。 

注意② 自宅外月額は、進学した月から自宅外通学している場合のみ選択できます。進学月の翌月以降に自宅外通

学となり自宅外月額を希望する場合、「進学届」を自宅月額として提出後、進学先の奨学金窓口に相談して

ください。

※給付奨学金を併せて利用する場合は、給付奨学金における通学形態（自宅通学、自宅外通学）に揃えること

になります。

注意③ 専修学校（専門課程）のうち、独立行政法人が設置する専修学校は「国立」、地方独立行政法人が設置する

専修学校は「公立」の月額が適用されます。

注意④ 給付奨学金を併せて利用する場合、給付奨学金の支給を受けている期間中に受けることができる第一種奨学

金の月額に制限があります。詳細はJASSOのホームページにて確認してください。

2．第二種奨学金（有利子）の貸与月額

2万円～12万円の中から、1万円単位で選択できます。 

※私立大学の下記課程を履修する人で月額12万円を選択した場合、増額月額を受けることができます。

医・歯 学 課 程：4万円（基本月額12万円 ＋ 増額月額4万円 ＝ 合計16万円）

薬・獣医学課程：2万円（基本月額12万円 ＋ 増額月額2万円 ＝ 合計14万円） 

3．入学時特別増額貸与奨学金の貸与額

10万円・20万円・30万円・40万円・50万円の中から、いずれか１つを選択します。 

※「自宅外通学」とは、あなたが生計維持者（原則父母）のもとから通学すると学業に支障が生じる等の理由

から、生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活することをいいます。

4．利率・利息（第二種奨学金・入学時特別増額貸与奨学金）

(1) 利率について

返還利率は、選択した「利率の算定方法」に基づき、貸与終了時に決定します（年3.0％が上限）。 

利率の算定方法

「利率固定方式」：貸与終了時に決定した利率が返還完了まで適用される方式 

「利率見直し方式」：貸与終了時に決定した利率を、おおむね５年ごとに見直す方式 

※１ JASSOが奨学金交付のために借りていた資金を貸与終了時に借り換えた財政融資資金の利率（「利率固

定方式」を選択した奨学金に対しては固定利率型、「利率見直し方式」を選択した奨学金に対しては５年利

率見直し型の利率）が適用されます。 

※２ 財政融資資金の借り換えと併せてJASSOが債券を発行した場合は、財政融資資金と債券の利率をそれぞ

れの金額で加重平均した利率が適用されます。 

参考 

令和元年9月貸与終了者の利率固定方式による年利率は0.042％、利率見直し方式による年利率は0.002％

となります。 

(2) 増額貸与（入学時特別増額貸与奨学金又は増額月額（6ページ参照））を受けた場合の利率

増額貸与を受けた場合の返還利率は、基本月額に係る利率と、増額部分に係る利率をそれぞ

れの貸与額で加重平均して決定します。 

① 基本月額に係る利率：前記(1)の利率 

② 増額部分に係る利率：基本月額に係る利率に0.2％上乗せした利率 

（財政融資資金の利率が3.1％を超える場合は、財政融資資金の利率）

(3) 利息について

貸与終了の翌月の初日から月単位で発生します。 

ただし、奨学金の貸与中、返還期限猶予及び減額返還（19ページ参照）期間中（減額返還にお

いては一部の期間）は無利息です。 

6・７ページの「参考 奨学金の種類と金額に関する事項」を参考にしながら決定通知の内容

を検討し、検討結果を「進学前準備チェックシート」の 2-1． ～ 3．までの「検討後の内容」

欄に記入しましょう。 

参考 

記入しましょう?

（参考） 奨学金の種類と金額に関する事項（続き）
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準備①

奨学金

を必ず用

金融機関

口座 

「進学届

「進学前 く記入して

(1) ゆうち

(2) ゆうち

?

① 【全員

金は、奨学生

用意してくだ

関

日本国内

含む）、

用組合

本人名義

口座 

届」では、正

前準備チェッ ておいてく

だ

ちょ銀行以

ちょ銀行の

? 記入し

員】奨学

生本人（あな

ださい。 

使用でき

内の銀行（ゆ

信用金庫、

（一部を除く

義の普通預金

正確に振込口

ックシート」

ださい。 

以外の銀行等

の場合

しましょう

学金振込

なた）名義の

きる

ゆうちょ銀行

労働金庫、信

） 

金（通常貯金）

口座情報を届

5．

等の場合

う

込口座の準

の口座に振り

を

信

農協、信

行（楽天

の銀行

）
本人以外

届け出る必要

準備

り込みます。

信託銀行、外

天銀行、ジャ

（新生銀行・

外の名義の口

要があります

に、通帳

。進学するま

使用できない

外資系銀行、イ

パンネット銀

あおぞら銀行

口座、貯蓄預金

す。 

等に記載さ

までに使用

い

インターネッ

銀行等）、そ

行・セブン銀

金口座、休眠

れた口座情

できる口座

ット専業銀

その他一部

銀行等） 

眠口座 

報を正し

座

準備② 【全員】連帯保証人・保証人・本人以外の連絡先の依頼

選任する予定の人に、選択した保証制度別に下表の内容を説明したうえで選任することをお願

いし、承諾をもらってください。奨学生採用時に、正しくととのえた「返還誓約書」（16ページ

参照）を進学先の指定する期日までに提出できない場合は、既に振込済みの奨学金を全額返金し

たうえで、採用が取り消されますので、注意してください。 

【依頼する役割・内容】

機関保証 人的保証

お願いする
役割 

「本人以外の連絡先」（１人） 「連帯保証人」・「保証人」（各１人）

役割の内容 

JASSOがあなたと連絡が取

れない場合に、あなたの住

所・電話番号等を照会できる

人のことです。 

※ 保証の義務はありません。

連帯保証人 あなたと連帯して返還の責任を負う人です。 

保証人 あなたと連帯保証人が返還できなくなったとき

に、代わって返還する人です。 

条件 

あなたの住所・電話番号等を

把握している人にお願いして

ください。 

「連帯保証人・保証人の選任条件」（10ページ参照） 

※ 条件に該当する方を選任できない場合や、提出書類（16ペ

※ 保証人には、申し出により認められる「分別の利益」等の

　権利があります（連帯保証人にはありません）。

ージ）をそろえられない場合は、機関保証に変更してください。

必要手続 
「返還誓約書」に署名しても

らう必要があります。 

「返還誓約書」に自署・押印（実印での押印）したうえで、

必要書類（16ページ）を提出してもらう必要があります。 

※ 貸与中または返還中に、奨学金の貸与額・返還額に変動のあ

る変更（月額の変更等）の申請をする場合には、そのつど連帯

保証人・保証人の自署・押印（実印）および印鑑登録証明書の

提出が必要になります。

お願いをする予定の人が選任条件（10ページ参照）を満たしているかを確認したうえで、

承諾をもらった方について「進学前準備チェックシート」4．に漏れなく記入しましょう。 

記入しましょう?
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準備①

奨学金

を必ず用

金融機関

口座 

「進学届

「進学前 く記入して

(1) ゆうち

(2) ゆうち

?

① 【全員

金は、奨学生

用意してくだ

関

日本国内

含む）、

用組合

本人名義

口座 

届」では、正

前準備チェッ ておいてく

だ

ちょ銀行以

ちょ銀行の

? 記入し

員】奨学

生本人（あな

ださい。 

使用でき

内の銀行（ゆ

信用金庫、

（一部を除く

義の普通預金

正確に振込口

ックシート」

ださい。 

以外の銀行等

の場合

しましょう

学金振込

なた）名義の

きる

ゆうちょ銀行

労働金庫、信

） 

金（通常貯金）

口座情報を届

5．

等の場合

う

込口座の準

の口座に振り

を

信

農協、信

行（楽天

の銀行

）
本人以外

届け出る必要

準備

り込みます。

信託銀行、外

天銀行、ジャ

（新生銀行・

外の名義の口

要があります

に、通帳

。進学するま

使用できない

外資系銀行、イ

パンネット銀

あおぞら銀行

口座、貯蓄預金

す。 

等に記載さ

までに使用

い

インターネッ

銀行等）、そ

行・セブン銀

金口座、休眠

れた口座情

できる口座

ット専業銀

その他一部

銀行等） 

眠口座 

報を正し

座

準備② 【全員】連帯保証人・保証人・本人以外の連絡先の依頼

選任する予定の人に、選択した保証制度別に下表の内容を説明したうえで選任することをお願

いし、承諾をもらってください。奨学生採用時に、正しくととのえた「返還誓約書」（16ページ

参照）を進学先の指定する期日までに提出できない場合は、既に振込済みの奨学金を全額返金し

たうえで、採用が取り消されますので、注意してください。 

【依頼する役割・内容】

機関保証 人的保証

お願いする
役割 

「本人以外の連絡先」（１人） 「連帯保証人」・「保証人」（各１人）

役割の内容 

JASSOがあなたと連絡が取

れない場合に、あなたの住

所・電話番号等を照会できる

人のことです。 

※ 保証の義務はありません。

連帯保証人 あなたと連帯して返還の責任を負う人です。 

保証人 あなたと連帯保証人が返還できなくなったとき

に、代わって返還する人です。 

条件 

あなたの住所・電話番号等を

把握している人にお願いして

ください。 

「連帯保証人・保証人の選任条件」（10ページ参照） 

※ 条件に該当する方を選任できない場合や、提出書類（16ペ

※ 保証人には、申し出により認められる「分別の利益」等の

　権利があります（連帯保証人にはありません）。

ージ）をそろえられない場合は、機関保証に変更してください。

必要手続 
「返還誓約書」に署名しても

らう必要があります。 

「返還誓約書」に自署・押印（実印での押印）したうえで、

必要書類（16ページ）を提出してもらう必要があります。 

※ 貸与中または返還中に、奨学金の貸与額・返還額に変動のあ

る変更（月額の変更等）の申請をする場合には、そのつど連帯

保証人・保証人の自署・押印（実印）および印鑑登録証明書の

提出が必要になります。

お願いをする予定の人が選任条件（10ページ参照）を満たしているかを確認したうえで、

承諾をもらった方について「進学前準備チェックシート」4．に漏れなく記入しましょう。 

記入しましょう?
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（参考） 連帯保証人・保証人の選任条件 

 

連帯保証人【原則、父母】 保証人【原則、おじ・おば等】 

【あなたが未成年者の場合】 

あなたの親権者 又は 未成年後見人。 

【あなたが成年者の場合】 

あなたの父母。 

父母がいない等の場合は、４親等以内の親族。（※） 

① 父母以外の人。 

② あなた及び連帯保証人と別生計の人。 

③ 連帯保証人の配偶者・婚約者でない人。 

④ ４親等以内の親族。（※） 

⑤ 進学届提出日時点で65歳未満の人。（※） 

連帯保証人・保証人 

共通の条件 

① あなたの配偶者・婚約者は選任できません。 

② 未成年者・学生・債務整理中（破産等）の人は選任できません。 

③ 貸与終了時（貸与終了月の末日時点）にあなたが満45歳を超える場合は、その時点で60

歳未満の人でなければ選任できません。 

 

 

 

 

 

【代替要件】 
連帯保証人については「４親等以内の親族」、保証人については「４親等以内の親族」又は「６５

歳未満」であることの条件を満たさない場合、「貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有す

ると認められる人」であることを示す書類として「返還保証書」及び資産等に関する証明書類を提出

することにより選任できます。 

具体的には次の条件Ａ～Ｃのいずれか１つ以上を満たす必要があります。事前に、その人の収入・

所得や資産等に関する証明書類により基準を満たすことを必ず確認してください。 

 条件 証明書類 

A 

給与所得者：年間収入金額 ≧ 320万円 所得証明書、源泉徴収票等 

給与所得者以外：年間所得金額 ≧ 220万円 所得証明書、確定申告書の控え等 

B  書明証高残金貯預 額総定予与貸 ≧ 高残金貯預

C 固定資産の評価額 ≧ 貸与予定総額 固定資産評価証明書 

上記のＡ～Ｃを組み合わせて返還予定総額の保証を証明する場合は、以下のとおりとします。 

組合せ 条件 

A＋B 年間収入 ＋ （ 預貯金残高 ÷ 16(年) ） ≧ 320万円（※） 

A＋C 年間収入 ＋ （ 固定資産の評価額 ÷ 16(年) ） ≧ 320万円（※） 

B＋C 預貯金残高 ＋ 固定資産の評価額 ≧ 貸与予定総額 

A＋B＋C 年間収入 ＋ （ 預貯金残高 ＋ 固定資産の評価額 ） ÷ 16(年) ≧ 320万円（※） 

（※） 320万円は給与所得者の場合。給与所得者以外の場合は220万円となります。  

４親等以内の親族とは、「４親等以内の血族、配偶者、３親等以内の姻族」

のことをいいます（右図参照）。 

ただし、４親等以内であっても「連帯保証人・保証人共通の条件」を満たし

ていない場合は選任できません。 

（※）については、次の【代替要件】を満たすことで選任が可能になります。 

４親等

等親３等親３

等親２等親２等親４

等親３等親１等親３

３親等

甥・姪

祖父母

父母
おじ
おば

兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

甥・姪子

大おじ
大おば

あなた 配偶者

１親等

曽
祖父母

祖父母

父母

いとこ

おじ
おば

曽
祖父母

２親等

 

（参考） 保証人の選任に関するＱ＆Ａ 

 

 

このページでは、特にお問い合わせの多い「保証人」の選任に関するＱ＆Ａを掲載し

ていますので、参考にしてください。 

 

 

Ｑ１ 離婚して親権を失った父（母）親を保証人に選任できますか。 

Ｑ２ 養子縁組により親権を失った実父（実母）を保証人に選任できますか。 

Ｑ３ 配偶者の父（母）を保証人に選任できますか。 

Ａ 条件付で保証人に選任できます。あなた（採用候補者本人）及び連帯保証人と別生計の方であっ

て、「返還保証書」及び資産等に関する証明書類の提出により「貸与予定総額の返還を確実に

保証できる資力を有する」と認められる方（10ページ参照）であることが条件です。 

※ 進学届提出時に、保証人の「あなたとの続柄」を「父」（「母」）ではなく「その他（知人等）」として入

力することが必要です。また、「返還誓約書」を提出する際に、保証人の「返還保証書」及び資産等に関する

証明書類の提出が必要です。 

 

 

Ｑ４ 令和２年3月に成人する（20歳になる）きょうだいを保証人に選任できますか。 

Ａ４ 進学届に入力する誓約日時点（令和２年4月以降）で成人している（20歳になっている）きょ

うだいについては、次の①・②の条件を両方とも満たせば、保証人として選任できます。 

① 学生でない方（学生である方は保証人に選任できません） 

② 本人及び連帯保証人と別生計の方 

※ きょうだいは2親等の親族であるため、「返還保証書」及び資産等に関する証明書類の提出は不要です。 

 

 

上記の場合でも、特に、「連帯保証人・保証人共通の条件」（10ページ参照）につい

て、条件に合致していることを確認してください。 

(1) あなたの配偶者・婚約者は選任できません。 

(2) 未成年者・学生・債務整理中（破産等）の方は選任できません。 

(3) 貸与終了時（貸与終了月の末日時点）にあなたが満45歳を超える場合は、その時

点で60歳未満の方でなければ選任できません。 
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（参考） 連帯保証人・保証人の選任条件 

 

連帯保証人【原則、父母】 保証人【原則、おじ・おば等】 

【あなたが未成年者の場合】 

あなたの親権者 又は 未成年後見人。 

【あなたが成年者の場合】 

あなたの父母。 

父母がいない等の場合は、４親等以内の親族。（※） 

① 父母以外の人。 

② あなた及び連帯保証人と別生計の人。 

③ 連帯保証人の配偶者・婚約者でない人。 

④ ４親等以内の親族。（※） 

⑤ 進学届提出日時点で65歳未満の人。（※） 

連帯保証人・保証人 

共通の条件 

① あなたの配偶者・婚約者は選任できません。 

② 未成年者・学生・債務整理中（破産等）の人は選任できません。 

③ 貸与終了時（貸与終了月の末日時点）にあなたが満45歳を超える場合は、その時点で60

歳未満の人でなければ選任できません。 

 

 

 

 

 

【代替要件】 
連帯保証人については「４親等以内の親族」、保証人については「４親等以内の親族」又は「６５

歳未満」であることの条件を満たさない場合、「貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有す

ると認められる人」であることを示す書類として「返還保証書」及び資産等に関する証明書類を提出

することにより選任できます。 

具体的には次の条件Ａ～Ｃのいずれか１つ以上を満たす必要があります。事前に、その人の収入・

所得や資産等に関する証明書類により基準を満たすことを必ず確認してください。 

 条件 証明書類 

A 

給与所得者：年間収入金額 ≧ 320万円 所得証明書、源泉徴収票等 

給与所得者以外：年間所得金額 ≧ 220万円 所得証明書、確定申告書の控え等 

B  書明証高残金貯預 額総定予与貸 ≧ 高残金貯預

C 固定資産の評価額 ≧ 貸与予定総額 固定資産評価証明書 

上記のＡ～Ｃを組み合わせて返還予定総額の保証を証明する場合は、以下のとおりとします。 

組合せ 条件 

A＋B 年間収入 ＋ （ 預貯金残高 ÷ 16(年) ） ≧ 320万円（※） 

A＋C 年間収入 ＋ （ 固定資産の評価額 ÷ 16(年) ） ≧ 320万円（※） 

B＋C 預貯金残高 ＋ 固定資産の評価額 ≧ 貸与予定総額 

A＋B＋C 年間収入 ＋ （ 預貯金残高 ＋ 固定資産の評価額 ） ÷ 16(年) ≧ 320万円（※） 

（※） 320万円は給与所得者の場合。給与所得者以外の場合は220万円となります。  

４親等以内の親族とは、「４親等以内の血族、配偶者、３親等以内の姻族」

のことをいいます（右図参照）。 

ただし、４親等以内であっても「連帯保証人・保証人共通の条件」を満たし

ていない場合は選任できません。 

（※）については、次の【代替要件】を満たすことで選任が可能になります。 

４親等

等親３等親３

等親２等親２等親４

等親３等親１等親３

３親等

甥・姪

祖父母

父母
おじ
おば

兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

甥・姪子

大おじ
大おば

あなた 配偶者

１親等

曽
祖父母

祖父母

父母

いとこ

おじ
おば

曽
祖父母

２親等

 

（参考） 保証人の選任に関するＱ＆Ａ 

 

 

このページでは、特にお問い合わせの多い「保証人」の選任に関するＱ＆Ａを掲載し

ていますので、参考にしてください。 

 

 

Ｑ１ 離婚して親権を失った父（母）親を保証人に選任できますか。 

Ｑ２ 養子縁組により親権を失った実父（実母）を保証人に選任できますか。 

Ｑ３ 配偶者の父（母）を保証人に選任できますか。 

Ａ 条件付で保証人に選任できます。あなた（採用候補者本人）及び連帯保証人と別生計の方であっ

て、「返還保証書」及び資産等に関する証明書類の提出により「貸与予定総額の返還を確実に

保証できる資力を有する」と認められる方（10ページ参照）であることが条件です。 

※ 進学届提出時に、保証人の「あなたとの続柄」を「父」（「母」）ではなく「その他（知人等）」として入

力することが必要です。また、「返還誓約書」を提出する際に、保証人の「返還保証書」及び資産等に関する

証明書類の提出が必要です。 

 

 

Ｑ４ 令和２年3月に成人する（20歳になる）きょうだいを保証人に選任できますか。 

Ａ４ 進学届に入力する誓約日時点（令和２年4月以降）で成人している（20歳になっている）きょ

うだいについては、次の①・②の条件を両方とも満たせば、保証人として選任できます。 

① 学生でない方（学生である方は保証人に選任できません） 

② 本人及び連帯保証人と別生計の方 

※ きょうだいは2親等の親族であるため、「返還保証書」及び資産等に関する証明書類の提出は不要です。 

 

 

上記の場合でも、特に、「連帯保証人・保証人共通の条件」（10ページ参照）につい

て、条件に合致していることを確認してください。 

(1) あなたの配偶者・婚約者は選任できません。 

(2) 未成年者・学生・債務整理中（破産等）の方は選任できません。 

(3) 貸与終了時（貸与終了月の末日時点）にあなたが満45歳を超える場合は、その時

点で60歳未満の方でなければ選任できません。 
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準備③ 【該当者のみ】「入学時特別増額貸与奨学金」を受けるまでの手続き 

 

入学時特別増額貸与奨学金は、日本政策金融公庫の『国の教育ローン』を申込み、審査の結果、

融資を受けられなかった世帯の学生・生徒を対象とする奨学金です。以下のフローチャートに沿っ

て、手続きを進めます。 

 
 
 
 

進学前までの手続きが終わった（もしくは利用しないことを決めた）段階で、「進学前準備

チェックシート」3．の「検討後の内容」欄に記入しましょう。   

Ａ 国の教育ローンの申込み

「不要」

Ｂ 国の教育ローンの申込み

「必要」

Ｃ 入学時特別増額貸与奨学金

を辞退する

労金の｢入学時必要

資金融資｣を...

労金へ申込み

労金から融資 労金から融資

進学後、「決定通知」を進学先へ提出

「進学届」を提出（手続き完了）

「月々の奨学金」と「入学時特別増額貸与奨学金」が振り込まれます。

※労金の「入学時必要資金融資」を利用した方は、

「入学時特別増額貸与奨学金」により一括返済をします。

進学前に公庫の｢国の教育

ローン｣を申込んで...

審査の結果、融資を

受けられなかった。

審査の結果、融資を

受けることができた。

審査対象外だった。

＝要件を満たさない

ため申込を受け付け

てもらえなかった。

進学後、「決定通知」および「国の教

育ローン」を受けられなかったことを

証明する書類等を進学先へ提出

本機構の｢入学時特別増額貸与

奨学金｣や労金の｢入学時必要資金

融資｣は利用できません。

進学後、「決定通知」を進学先へ提出

＋

進学先に「入学時特別増額貸与奨学金は辞退する」旨を伝える

「進学届」を提出（手続き完了）

（入学時特別増額貸与奨学金の辞退を選択します）

「月々の奨学金」のみが振り込まれます。

労金の｢入学時必要

資金融資｣を...

希望しない

希望する
希望する

希望しない

※申込時には「決定通知」の

ほか「国の教育ローン」を受

けられなかったことを証明す

る書類等が必要です。

労金へ申込み

※申込時には

「決定通知」

が必要です。

※審査の結果、融資を

受けられない場合も

あります。

記入しましょう ? 

準備④ 【該当者のみ】労働金庫の「入学時必要資金融資」

1．労働金庫の「入学時必要資金融資」（以下、「つなぎ融資」）とは

JASSOの「入学時特別増額貸与奨学金」は進学後に貸与するものであり、進学前に必要とな

る資金に充てることはできません。 

「つなぎ融資」は、「決定通知」に記載された「入学時特別増額貸与奨学金」（奨学金申込時

に選択した金額）の範囲内で、進学前に必要な資金を労働金庫が融資するものです。 

「つなぎ融資」を利用した場合、進学後に振り込まれる「入学時特別増額貸与奨学金」により、

利息を含めて一括で返済することになります。 

2．「つなぎ融資」を受けるまでの手続き

「つなぎ融資」を申込む際は「入学時特別増額貸与奨学金」を受けることができることを証明

する書類を労働金庫に提出することが必要です（14ページ「進学時に用意する書類の最終確認」の

「○」が記載されている書類）。

※進学先によっては、合格決定から入学金の納付期限までの期間が短い等、つなぎ融資を利用できな

い場合がありますので、ご注意ください。 

詳細は、別紙『入学時必要資金融資のご案内』（該当者のみ配付）に記載されています。 

利用を検討する際は、別紙を必ずお読みください。
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準備③ 【該当者のみ】「入学時特別増額貸与奨学金」を受けるまでの手続き 

 

入学時特別増額貸与奨学金は、日本政策金融公庫の『国の教育ローン』を申込み、審査の結果、

融資を受けられなかった世帯の学生・生徒を対象とする奨学金です。以下のフローチャートに沿っ

て、手続きを進めます。 

 
 
 
 

進学前までの手続きが終わった（もしくは利用しないことを決めた）段階で、「進学前準備

チェックシート」3．の「検討後の内容」欄に記入しましょう。   

Ａ 国の教育ローンの申込み

「不要」

Ｂ 国の教育ローンの申込み

「必要」

Ｃ 入学時特別増額貸与奨学金

を辞退する

労金の｢入学時必要

資金融資｣を...

労金へ申込み

労金から融資 労金から融資

進学後、「決定通知」を進学先へ提出

「進学届」を提出（手続き完了）

「月々の奨学金」と「入学時特別増額貸与奨学金」が振り込まれます。

※労金の「入学時必要資金融資」を利用した方は、

「入学時特別増額貸与奨学金」により一括返済をします。

進学前に公庫の｢国の教育

ローン｣を申込んで...

審査の結果、融資を

受けられなかった。

審査の結果、融資を

受けることができた。

審査対象外だった。

＝要件を満たさない

ため申込を受け付け

てもらえなかった。

進学後、「決定通知」および「国の教

育ローン」を受けられなかったことを

証明する書類等を進学先へ提出

本機構の｢入学時特別増額貸与

奨学金｣や労金の｢入学時必要資金

融資｣は利用できません。

進学後、「決定通知」を進学先へ提出

＋

進学先に「入学時特別増額貸与奨学金は辞退する」旨を伝える

「進学届」を提出（手続き完了）

（入学時特別増額貸与奨学金の辞退を選択します）

「月々の奨学金」のみが振り込まれます。

労金の｢入学時必要

資金融資｣を...

希望しない

希望する
希望する

希望しない

※申込時には「決定通知」の

ほか「国の教育ローン」を受

けられなかったことを証明す

る書類等が必要です。

労金へ申込み

※申込時には

「決定通知」

が必要です。

※審査の結果、融資を

受けられない場合も

あります。

記入しましょう ? 

準備④ 【該当者のみ】労働金庫の「入学時必要資金融資」

1．労働金庫の「入学時必要資金融資」（以下、「つなぎ融資」）とは

JASSOの「入学時特別増額貸与奨学金」は進学後に貸与するものであり、進学前に必要とな

る資金に充てることはできません。 

「つなぎ融資」は、「決定通知」に記載された「入学時特別増額貸与奨学金」（奨学金申込時

に選択した金額）の範囲内で、進学前に必要な資金を労働金庫が融資するものです。 

「つなぎ融資」を利用した場合、進学後に振り込まれる「入学時特別増額貸与奨学金」により、

利息を含めて一括で返済することになります。 

2．「つなぎ融資」を受けるまでの手続き

「つなぎ融資」を申込む際は「入学時特別増額貸与奨学金」を受けることができることを証明

する書類を労働金庫に提出することが必要です（14ページ「進学時に用意する書類の最終確認」の

「○」が記載されている書類）。

※進学先によっては、合格決定から入学金の納付期限までの期間が短い等、つなぎ融資を利用できな

い場合がありますので、ご注意ください。 

詳細は、別紙『入学時必要資金融資のご案内』（該当者のみ配付）に記載されています。 

利用を検討する際は、別紙を必ずお読みください。
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準備⑤ 進学時に用意する書類の最終確認 

 

下の表であなた自身が用意する必要のある書類を確認し、進学後、進学先の学校から指示のあっ

た際にいつでも提出・確認ができるよう、用意しておいてください。 

 

○ ...... 進学先へ提出が必要なもの 

● ...... 「進学届」提出（入力）の際、手元に置いておく必要のあるもの 

－ ...... 用意不要 

書類の名称 書類の内容・注意点 

「入学時特別増額貸与奨学金」の利用 

利用する 

利用しない 
『国の教育ローン』 

申込必要 
『国の教育ローン』 

申込不要 

「採用候補者決定通知」 

【進学先提出用】 

裏面の必要事項をすべて記入したうえ

で、進学先に提出してください。 
○ ○ ○ 

「採用候補者決定通知」 

【本人保管用】 

「進学届」を入力する際に必要な「パ

スワード」が記載されています。 
● ● ● 

「進学前準備チェック

シート」 

決定した内容について、変更する必要

がないかを確認し、結果を記入します。

確認結果は進学後、「進学届」で入力

する際に必要な情報です。 

● ● ● 

「入学時特別増額貸与

奨学金に係る申告書」 

『国の教育ローン』を利用できなかっ

た旨を申告するための書類です。『国

の教育ローン』の申込者が記入します。

該当の人にのみ、封筒に同封されてい

ます。 

○ － － 

融資できない旨を記載

した日本政策金融公庫

発行の通知文のコピー 

『国の教育ローン』を申込み、審査を

行った結果が、日本政策金融公庫より

封書又は圧着ハガキで送付されます。 

圧着ハガキの場合は、申込者（父母）

氏名が記載されている宛名面も併せ

て提出してください。 

○ － － 

  

進学後① 進学後の手続き（令和２年4月進学後）

1．進学時の提出書類

進学したときは、すみやかに、14ページの表のうち「○」と記載されている書類を進学先の奨学

金窓口に提出します。 

※進学先の学校から奨学金の説明会への出席を指示された場合は、必ず出席してください。 

2．「進学届」の提出

「進学届」の提出はインターネットを通じて行います。 

入力期間や手順等については、必ず進学先の学校の指示に従ってください。 

※ 貸与奨学金と併せて給付奨学金の採用候補者となっている人の提出期限は、原則として4月中

旬から下旬（学校により若干異なります。）となります。病気等やむを得ない事情により学校の

指示する入力期間中に提出できないときは、すみやかに進学した学校に相談してください。 

3．採用・奨学金の振込開始

「進学届」を提出すると、奨学生として採用され、奨学金の振込みが開始されます。 

初回振込月は「進学届」の提出時期によって異なりますが、振込開始が５月の場合、４月分と

とめて２か月分（入学時特別増額貸与奨学金を利用する場合は併せて）振り込まれます。 

※「進学届」にて入力（確認）した奨学金振込口座に誤りがある場合は振込みが遅れます。

4．採用時の交付書類

奨学生として正式に採用されると、進学先の学校から次の書類が交付されます。 

交付書類 交付対象 交付書類の説明

全員 奨学生証1  
奨学生としての資格を証明するものです。記載事項について誤

りがないか確認し、大切に保管してください。 

全員 貸与奨学生のしおり2
貸与中の諸手続きや、返還にあたっての注意等が記載されてい

ます。よく読んで内容を理解し、大切に保管してください。 

全員 返還誓約書3

あなたとJASSOの金銭消費貸借契約を明確にする契約書（借

用証書）です。 

借用予定金額、保証制度、貸与終了後の返還方法等を確認し、

進学先の学校が定める期日までに、必要書類とともに必ず提出

してください。（16ページ参照） 

4 
保証依頼書・保証

料支払依頼書 

機関保証制度 

選択者のみ 

進学先の学校が定める期日までに、「返還誓約書」と併せて必

ず提出してください。（16ページ参照） 

ま
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準備⑤ 進学時に用意する書類の最終確認 

 

下の表であなた自身が用意する必要のある書類を確認し、進学後、進学先の学校から指示のあっ

た際にいつでも提出・確認ができるよう、用意しておいてください。 

 

○ ...... 進学先へ提出が必要なもの 

● ...... 「進学届」提出（入力）の際、手元に置いておく必要のあるもの 

－ ...... 用意不要 

書類の名称 書類の内容・注意点 

「入学時特別増額貸与奨学金」の利用 

利用する 

利用しない 
『国の教育ローン』 

申込必要 
『国の教育ローン』 

申込不要 

「採用候補者決定通知」 

【進学先提出用】 

裏面の必要事項をすべて記入したうえ

で、進学先に提出してください。 
○ ○ ○ 

「採用候補者決定通知」 

【本人保管用】 

「進学届」を入力する際に必要な「パ

スワード」が記載されています。 
● ● ● 

「進学前準備チェック

シート」 

決定した内容について、変更する必要

がないかを確認し、結果を記入します。

確認結果は進学後、「進学届」で入力

する際に必要な情報です。 

● ● ● 

「入学時特別増額貸与

奨学金に係る申告書」 

『国の教育ローン』を利用できなかっ

た旨を申告するための書類です。『国

の教育ローン』の申込者が記入します。

該当の人にのみ、封筒に同封されてい

ます。 

○ － － 

融資できない旨を記載

した日本政策金融公庫

発行の通知文のコピー 

『国の教育ローン』を申込み、審査を

行った結果が、日本政策金融公庫より

封書又は圧着ハガキで送付されます。 

圧着ハガキの場合は、申込者（父母）

氏名が記載されている宛名面も併せ

て提出してください。 

○ － － 

  

進学後① 進学後の手続き（令和２年4月進学後）

1．進学時の提出書類

進学したときは、すみやかに、14ページの表のうち「○」と記載されている書類を進学先の奨学

金窓口に提出します。 

※進学先の学校から奨学金の説明会への出席を指示された場合は、必ず出席してください。 

2．「進学届」の提出

「進学届」の提出はインターネットを通じて行います。 

入力期間や手順等については、必ず進学先の学校の指示に従ってください。 

※ 貸与奨学金と併せて給付奨学金の採用候補者となっている人の提出期限は、原則として4月中

旬から下旬（学校により若干異なります。）となります。病気等やむを得ない事情により学校の

指示する入力期間中に提出できないときは、すみやかに進学した学校に相談してください。 

3．採用・奨学金の振込開始

「進学届」を提出すると、奨学生として採用され、奨学金の振込みが開始されます。 

初回振込月は「進学届」の提出時期によって異なりますが、振込開始が５月の場合、４月分と

とめて２か月分（入学時特別増額貸与奨学金を利用する場合は併せて）振り込まれます。 

※「進学届」にて入力（確認）した奨学金振込口座に誤りがある場合は振込みが遅れます。

4．採用時の交付書類

奨学生として正式に採用されると、進学先の学校から次の書類が交付されます。 

交付書類 交付対象 交付書類の説明

全員 奨学生証1  
奨学生としての資格を証明するものです。記載事項について誤

りがないか確認し、大切に保管してください。 

全員 貸与奨学生のしおり2
貸与中の諸手続きや、返還にあたっての注意等が記載されてい

ます。よく読んで内容を理解し、大切に保管してください。 

全員 返還誓約書3

あなたとJASSOの金銭消費貸借契約を明確にする契約書（借

用証書）です。 

借用予定金額、保証制度、貸与終了後の返還方法等を確認し、

進学先の学校が定める期日までに、必要書類とともに必ず提出

してください。（16ページ参照） 

4 
保証依頼書・保証

料支払依頼書 

機関保証制度 

選択者のみ 

進学先の学校が定める期日までに、「返還誓約書」と併せて必

ず提出してください。（16ページ参照） 

ま
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進学後① 進学後の手続き（令和２年4月進学後）（続き）

5．「返還誓約書」の提出

採用時には、「返還誓約書」を進学先の学校が定める期限までに提出しなければなりません。

期限までに「返還誓約書」を正しく提出しない場合は、採用を取り消し、振込済みの奨学金

全額をすみやかに返金していただくことになります。

(1) 自署押印・提出書類の一覧

「返還誓約書」の提出にあたり、余裕をもって準備してもらえるよう、何が必要であるかを予

め選任した人へ伝えておきましょう。 

なお、書類はマイナンバーの記載がないものを用意します。 

対象の人
「返還誓約書」

その他提出が必要な書類
自署 押印

機

関

保

証 

要必たなあ
必要 

（認印可） 

・「住民票」（※） 

・「保証依頼書・保証料支払依頼書」 

「本人以外の連絡先」に選任した人 必要 不要 なし 

親権者（本人が未成年の場合のみ） 必要 
必要 

（認印可） 
・「保証依頼書・保証料支払依頼書」 

人

的

保

証 

要必たなあ
必要 

（認印可） 
・「住民票」（※） 

連帯保証人 

必要 
必要 

（実印）

・収入に関する証明書 

・「印鑑登録証明書」 

 【代替要件】で選任した人 

（上記に加え） 

・「返還保証書」 

・資産等に関する証明書類 

保証人 

必要 
必要 

（実印）

・「印鑑登録証明書」 

 【代替要件】で選任した人 

（上記に加え） 

・「返還保証書」 

・資産等に関する証明書類 

親権者 

（本人が未成年の場合のみ） 
必要 

必要 

（認印可） 
なし 

（※）あなた（奨学生本人）の住民票については、申込時にマイナンバーを提出していることにより、

提出を省略できます。 

(2) 割賦方法の選択

「定額返還方式」（18ページ参照）を選択した奨学金については、割賦方法を選択してください。

※ 「所得連動返還方式」（18ページ参照）を選択した第一種奨学金は、「月賦返還」のみ選択できます。 

(3) 個人信用情報の取扱いに関する同意

。いさだくてし照参をジーペ91はていつにい扱取の報情用信人個

進学後② 貸与中の手続き

１．奨学生になってから変更できない事項・できる事項

(1) 奨学生になってから（「進学届」の提出後）は変更できない事項

事項 説明・備考

１ 「入学時特別増額貸与奨学金」の額 １回の振込で貸与終了となるため。 

２ 
（第一種＋「入学時特別増額貸与奨学金」を受ける場合） 

「入学時特別増額貸与奨学金」の利率の算定方法 
１回の振込で貸与終了となるため。 

３ 機関保証から人的保証への変更  

(2) 奨学生になってからも変更できる事項

事項 説明・備考

１ 奨学金の辞退 
「返還誓約書」を正しく提出した後は、いつでも辞退する（やめる）

ことができます。 

２ 奨学金振込口座 変更できる振込口座の条件については、8 ページと同じです。 

３ 貸与月額  

４ 月額の利率の算定方法 貸与終了後は変更できません。 

５ 返還方式 

第一種奨学金については、返還方式（18 ページ参照）を変更できま

す。 

なお、貸与終了後は「所得連動返還方式」から「定額返還方式」への

変更はできません。 

６ 
連帯保証人・保証人・本

人以外の連絡先 

変更する際も、選任条件（10 ページ参照）を十分に確認してくださ

い。 

７ 
保証制度 

（人的保証→機関保証） 

貸与開始月までさかのぼり、保証料を一括で所定の期限までに支払う

必要があります。 

給付奨学金と併せて利用する第一種奨学金は、変更できない、又は、

給付奨学金の支援区分に基づき変更される場合があります。

２．貸与奨学金継続願・適格認定

奨学金の貸与を受け続けるためには、奨学生としての適格性を保ち続ける必要があります。 

貸与期間は原則として修業年限の終期まで （４年制の大学学部であれば４年間）ですが、毎年１

回、貸与の継続を希望するか否かを確認（継続願の提出）し、また、奨学生としての適格性が保

たれているかの確認（適格認定）をしています。 

期限までに必要な手続きを怠ると奨学生の資格を失います。また、学業成績が不振等の場合は、

奨学金の貸与が打ち切られることがあります。 

16

令和2年度_採用候補者のしおり（貸与奨学金）_CS6.indd   16 2019/11/14   19:57:46



進学後① 進学後の手続き（令和２年4月進学後）（続き）

5．「返還誓約書」の提出

採用時には、「返還誓約書」を進学先の学校が定める期限までに提出しなければなりません。

期限までに「返還誓約書」を正しく提出しない場合は、採用を取り消し、振込済みの奨学金

全額をすみやかに返金していただくことになります。

(1) 自署押印・提出書類の一覧

「返還誓約書」の提出にあたり、余裕をもって準備してもらえるよう、何が必要であるかを予

め選任した人へ伝えておきましょう。 

なお、書類はマイナンバーの記載がないものを用意します。 

対象の人
「返還誓約書」

その他提出が必要な書類
自署 押印

機

関

保

証 

要必たなあ
必要 

（認印可） 

・「住民票」（※） 

・「保証依頼書・保証料支払依頼書」 

「本人以外の連絡先」に選任した人 必要 不要 なし 

親権者（本人が未成年の場合のみ） 必要 
必要 

（認印可） 
・「保証依頼書・保証料支払依頼書」 

人

的

保

証 

要必たなあ
必要 

（認印可） 
・「住民票」（※） 

連帯保証人 

必要 
必要 

（実印）

・収入に関する証明書 

・「印鑑登録証明書」 

 【代替要件】で選任した人 

（上記に加え） 

・「返還保証書」 

・資産等に関する証明書類 

保証人 

必要 
必要 

（実印）

・「印鑑登録証明書」 

 【代替要件】で選任した人 

（上記に加え） 

・「返還保証書」 

・資産等に関する証明書類 

親権者 

（本人が未成年の場合のみ） 
必要 

必要 

（認印可） 
なし 

（※）あなた（奨学生本人）の住民票については、申込時にマイナンバーを提出していることにより、

提出を省略できます。 

(2) 割賦方法の選択

「定額返還方式」（18ページ参照）を選択した奨学金については、割賦方法を選択してください。

※ 「所得連動返還方式」（18ページ参照）を選択した第一種奨学金は、「月賦返還」のみ選択できます。 

(3) 個人信用情報の取扱いに関する同意

。いさだくてし照参をジーペ91はていつにい扱取の報情用信人個

進学後② 貸与中の手続き

１．奨学生になってから変更できない事項・できる事項

(1) 奨学生になってから（「進学届」の提出後）は変更できない事項

事項 説明・備考

１ 「入学時特別増額貸与奨学金」の額 １回の振込で貸与終了となるため。 

２ 
（第一種＋「入学時特別増額貸与奨学金」を受ける場合） 

「入学時特別増額貸与奨学金」の利率の算定方法 
１回の振込で貸与終了となるため。 

３ 機関保証から人的保証への変更  

(2) 奨学生になってからも変更できる事項

事項 説明・備考

１ 奨学金の辞退 
「返還誓約書」を正しく提出した後は、いつでも辞退する（やめる）

ことができます。 

２ 奨学金振込口座 変更できる振込口座の条件については、8 ページと同じです。 

３ 貸与月額  

４ 月額の利率の算定方法 貸与終了後は変更できません。 

５ 返還方式 

第一種奨学金については、返還方式（18 ページ参照）を変更できま

す。 

なお、貸与終了後は「所得連動返還方式」から「定額返還方式」への

変更はできません。 

６ 
連帯保証人・保証人・本

人以外の連絡先 

変更する際も、選任条件（10 ページ参照）を十分に確認してくださ

い。 

７ 
保証制度 

（人的保証→機関保証） 

貸与開始月までさかのぼり、保証料を一括で所定の期限までに支払う

必要があります。 

給付奨学金と併せて利用する第一種奨学金は、変更できない、又は、

給付奨学金の支援区分に基づき変更される場合があります。

２．貸与奨学金継続願・適格認定

奨学金の貸与を受け続けるためには、奨学生としての適格性を保ち続ける必要があります。 

貸与期間は原則として修業年限の終期まで （４年制の大学学部であれば４年間）ですが、毎年１

回、貸与の継続を希望するか否かを確認（継続願の提出）し、また、奨学生としての適格性が保

たれているかの確認（適格認定）をしています。 

期限までに必要な手続きを怠ると奨学生の資格を失います。また、学業成績が不振等の場合は、

奨学金の貸与が打ち切られることがあります。 
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（参考） 奨学金の返還

1．口座振替による返還

① 返還方法

奨学金の返還は、貸与終了時に指定した口座からの口座振替（引落し）となります。 

利用可能な金融機関

ゆうちょ銀行・都市銀行・地方銀行・第二地方銀行・信託銀行(三菱 UFJ 信託銀行・みず

ほ信託銀行・三井住友信託銀行のみ)・信用金庫・労働金庫・信用組合・農業協同組合・

信用漁業協同組合連合会及び一部の漁業協同組合 

② 返還開始時期

貸与終了の翌月から数えて７か月目（３月に貸与終了した場合は 10 月）に始まります。 

2．割賦金（毎月の返還額）

毎月の返還額は、選択した返還方式等により次のとおりになります。 

ア 「定額返還方式」の場合

返還期間（回数）が貸与総額により定まり、毎月の返還額は返還期間および割賦方法（「返

還誓約書」にてどちらか１つを選択）により定まります。 

割賦方法

① 月賦返還 

返還総額を毎月均等に分割して返還 

② 月賦・半年賦併用返還 

返還金の半分については毎月定額で返還

し（月賦分）、もう半分については半年賦（１月

と７月）で返還する（半年賦分）、月賦と半年賦

とを併せた返還方法。 

イ 「所得連動返還方式」の場合（第一種奨学金のみ）

前年の所得に応じて、その年の毎月の返還額が決まります。（毎月の返還額により、返還

期間は変動します。）ただし、初年度の返還月額は定額返還方式による返還月額の半額とし、

それでもなお返還が困難な場合は、申請により月額2,000円まで減額ができます。 

※ 毎月の返還額は、「課税対象所得×９％÷12」となります（最低返還月額は2,000円です）。 

※詳細は、同封の「所得連動返還方式のご案内」を参照してください。 

奨学金貸与・返還シミュレーション

設定した条件にて返還額を試算するシステム「奨学金貸与・返還シミュレーション」

をJASSOのホームページで公開しています。利用登録は必要ありませんので、ぜひご

利用ください。 

スレドア

10月 11月 12月 1月 2月 6月 7月 8月 9月
… …

月賦・半年賦 
併用返還 

10月 11月 12月 1月 2月 6月 7月 8月 9月

… …

月賦返還 

https：//simulation.sas.jasso.go.jp/simulation

 

（参考） 奨学金の返還 

3．繰上返還 

貸与終了後はいつでも繰上返還（一部または全部）ができます。利息付の奨学金を繰上返還した

場合、繰上に相当する期間の利息はかかりません。 

 

4．救済制度 

病気や失業等で返還が困難になった方のために、次の救済制度があります。 

① 減額返還 

毎月の返還額を1/2（または1/3）に減額して、その分の返還期間を延長する制度

1年ごとに願い出て、適用期間は

です。

最長1５年まで延長可能です。 

※ 「所得連動返還方式」を選択している第一種奨学金については、減額返還制度は利用できません。 

② 返還期限猶予 

経済困難等の理由の場合、原則通算10年を限度として返還を先送りする制度です。 

猶予年限特例制度（第一種奨学金のみが対象） 

申込時の家計状況によりJASSOが認定した場合、卒業後、一定の収入を得るまでの間は

通算期間の制限無く返還期限の猶予を願い出ることができます。 

該当する場合は、決定通知の「第一種奨学金」の欄に「猶予年限特例：対象」と記載され

ています。 

 

また、貸与終了後に進学、引き続き在学（又は進学）する場合、在学している期間は願出

により返還期限が猶予されます（「在学猶予」）。 

③ 返還免除 

死亡または精神・身体の障害により就労不能と診断された場合に、願出により返還を免除

する制度です。 

 

5．個人信用情報の取扱い 

① 個人信用情報の登録 

奨学金の返還開始後６か月が経過したとき以降、延滞３か月以上となった場合、「個人

信用情報機関」にあなたの個人情報・契約の情報・返還状況が登録される対象となります。 

※ 一度登録された情報は、延滞中はもちろんのこと、延滞を解消しても「過去に延滞していた人」とし

て登録され続け、返還完了の５年後に削除されます。 

② 個人信用情報機関に登録された場合の不利益 

個人信用情報機関に「延滞者」として登録されると、その情報を参照した金融機関等から

「経済的信用が低い」と判断されることがあります。 

※ この場合、自動車や住宅等の各種ローンが組めなくなる場合があるほか、クレジットカードが発行され

なかったり利用が止められたりすることにより、各種料金（公共料金や携帯電話等）の引き落とし、ショ

ッピング（インターネットを含む）やキャッシング等ができなくなったりする場合があります。 
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（参考） 奨学金の返還

1．口座振替による返還

① 返還方法

奨学金の返還は、貸与終了時に指定した口座からの口座振替（引落し）となります。 

利用可能な金融機関

ゆうちょ銀行・都市銀行・地方銀行・第二地方銀行・信託銀行(三菱 UFJ 信託銀行・みず

ほ信託銀行・三井住友信託銀行のみ)・信用金庫・労働金庫・信用組合・農業協同組合・

信用漁業協同組合連合会及び一部の漁業協同組合 

② 返還開始時期

貸与終了の翌月から数えて７か月目（３月に貸与終了した場合は 10 月）に始まります。 

2．割賦金（毎月の返還額）

毎月の返還額は、選択した返還方式等により次のとおりになります。 

ア 「定額返還方式」の場合

返還期間（回数）が貸与総額により定まり、毎月の返還額は返還期間および割賦方法（「返

還誓約書」にてどちらか１つを選択）により定まります。 

割賦方法

① 月賦返還 

返還総額を毎月均等に分割して返還 

② 月賦・半年賦併用返還 

返還金の半分については毎月定額で返還

し（月賦分）、もう半分については半年賦（１月

と７月）で返還する（半年賦分）、月賦と半年賦

とを併せた返還方法。 

イ 「所得連動返還方式」の場合（第一種奨学金のみ）

前年の所得に応じて、その年の毎月の返還額が決まります。（毎月の返還額により、返還

期間は変動します。）ただし、初年度の返還月額は定額返還方式による返還月額の半額とし、

それでもなお返還が困難な場合は、申請により月額2,000円まで減額ができます。 

※ 毎月の返還額は、「課税対象所得×９％÷12」となります（最低返還月額は2,000円です）。 

※詳細は、同封の「所得連動返還方式のご案内」を参照してください。 

奨学金貸与・返還シミュレーション

設定した条件にて返還額を試算するシステム「奨学金貸与・返還シミュレーション」

をJASSOのホームページで公開しています。利用登録は必要ありませんので、ぜひご

利用ください。 

スレドア

10月 11月 12月 1月 2月 6月 7月 8月 9月
… …

月賦・半年賦 
併用返還 

10月 11月 12月 1月 2月 6月 7月 8月 9月

… …

月賦返還 

https：//simulation.sas.jasso.go.jp/simulation

 

（参考） 奨学金の返還 

3．繰上返還 

貸与終了後はいつでも繰上返還（一部または全部）ができます。利息付の奨学金を繰上返還した

場合、繰上に相当する期間の利息はかかりません。 

 

4．救済制度 

病気や失業等で返還が困難になった方のために、次の救済制度があります。 

① 減額返還 

毎月の返還額を1/2（または1/3）に減額して、その分の返還期間を延長する制度

1年ごとに願い出て、適用期間は

です。

最長1５年まで延長可能です。 

※ 「所得連動返還方式」を選択している第一種奨学金については、減額返還制度は利用できません。 

② 返還期限猶予 

経済困難等の理由の場合、原則通算10年を限度として返還を先送りする制度です。 

猶予年限特例制度（第一種奨学金のみが対象） 

申込時の家計状況によりJASSOが認定した場合、卒業後、一定の収入を得るまでの間は

通算期間の制限無く返還期限の猶予を願い出ることができます。 

該当する場合は、決定通知の「第一種奨学金」の欄に「猶予年限特例：対象」と記載され

ています。 

 

また、貸与終了後に進学、引き続き在学（又は進学）する場合、在学している期間は願出

により返還期限が猶予されます（「在学猶予」）。 

③ 返還免除 

死亡または精神・身体の障害により就労不能と診断された場合に、願出により返還を免除

する制度です。 

 

5．個人信用情報の取扱い 

① 個人信用情報の登録 

奨学金の返還開始後６か月が経過したとき以降、延滞３か月以上となった場合、「個人

信用情報機関」にあなたの個人情報・契約の情報・返還状況が登録される対象となります。 

※ 一度登録された情報は、延滞中はもちろんのこと、延滞を解消しても「過去に延滞していた人」とし

て登録され続け、返還完了の５年後に削除されます。 

② 個人信用情報機関に登録された場合の不利益 

個人信用情報機関に「延滞者」として登録されると、その情報を参照した金融機関等から

「経済的信用が低い」と判断されることがあります。 

※ この場合、自動車や住宅等の各種ローンが組めなくなる場合があるほか、クレジットカードが発行され

なかったり利用が止められたりすることにより、各種料金（公共料金や携帯電話等）の引き落とし、ショ

ッピング（インターネットを含む）やキャッシング等ができなくなったりする場合があります。 
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https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/yoyaku/movie.html

進学後の手続き等の概要について、JASSOのホームページの動画で説明していま
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